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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　妨害禁止モードがユーザのモバイルデバイス上で作動させられたときにサーバによって
一時的に無効にされる１つ以上の通信フィーチャの選択を前記ユーザから受信する工程で
あって、前記１つ以上の通信フィーチャは、前記ユーザに属する１つ以上の付随的なデバ
イス上でアクセス可能であり、前記ユーザのモバイルデバイス上でアクセス可能でない、
工程と、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードを作動させたことを示す妨
害禁止通知を前記ユーザの前記モバイルデバイスから受信する工程であって、前記妨害禁
止通知は、前記モバイルデバイスの表示画面が下方に向いている物理的配向を示している
、工程と、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスの前記表示画面が下方に向いている前記物理的配
向を示している前記妨害禁止通知を受信することに応じて、前記ユーザに属する前記１つ
以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャを一時的に無
効にする工程と、
　を備える、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記妨害禁止モードが前記ユーザの前記モバイルデバイス上で作動させられたときに一
時的に無効にされる、通信サービスのうち前記モバイルデバイスに関連付けられている通
信フィーチャの前記ユーザによる選択を受信する工程と、
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　前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードを作動させたとき、前記モバイルデバイス
に関連付けられている、選択された前記通信フィーチャを一時的に無効にする工程と、
　をさらに備える、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にする工程は、前記モバイルデバイスによる新しい電子メールメッセージの受信を一
時的に停止することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にする工程は、前記モバイルデバイスに対する着信呼を一時的にブロックすることを
含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にする工程と、前記１つ以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の
通信フィーチャを一時的に停止する工程とは、前記モバイルデバイスと前記１つ以上の付
随的なデバイスとによる少なくともいくつかの同期メッセージの受信を一時的に停止する
ことを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にする工程と、前記１つ以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の
通信フィーチャを一時的に停止する工程とは、前記モバイルデバイスと前記１つ以上の付
随的なデバイスとに送信される少なくともいくつかの通信メッセージを遮断することを含
む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャを
一時的に無効にする工程は、前記１つ以上の付随的なデバイスに対応するコンピュータに
対する新しい電子メールの受信を一時的に停止することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャを
一時的に無効にする工程は、前記１つ以上の付随的なデバイスのうちの１つに対応する電
話機に対する着信呼を一時的にブロックすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードからアクティブ・モードに切り替わったこ
とを示す前記モバイルデバイスからのアクティブ通知を受信する工程と、
　受信した前記アクティブ通知に応じて、前記１つ以上の付随的なデバイス上でアクセス
可能な一時的に無効にした前記１つ以上の追加の通信フィーチャを有効にする、工程と、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記モバイルデバイスからの前記アクティブ通知は、前記モバイルデバイスの第２物理
的配向に基づく、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記モバイルデバイスの前記第２物理的配向は前記モバイルデバイスの前記表示画面が
下方に向いていない配向を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　妨害禁止モードがユーザのモバイルデバイス上で作動させられたときにサーバによって
一時的に無効にされる１つ以上の通信フィーチャの選択を前記ユーザから提供する工程で
あって、前記１つ以上の通信フィーチャは、前記ユーザに属する１つ以上の付随的なデバ
イス上でアクセス可能であり、前記ユーザのモバイルデバイス上でアクセス可能でない、
工程と、
　前記ユーザの前記モバイルデバイスが静止している表示画面下向き状態または動いてい
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る表示画面下向き状態のうちの１つの状態であるか否かを検知する工程と、
　前記モバイルデバイスが前記静止している表示画面下向き状態または前記動いている表
示画面下向き状態のうちの少なくとも１つの状態である場合、妨害禁止通知を送信し、前
記モバイルデバイスに関連付けられている第１通信フィーチャと、前記１つ以上の付随的
なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャとを前記サーバによって一
時的に無効にする工程と、
　を備えるコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている前記第１通信フィーチャを一時的に無効に
する工程は、前記第１通信フィーチャに関係付けられる前記モバイルデバイスにより受信
される少なくともいくつかの通信を遮断することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記妨害禁止通知を前記サーバに送信する工程は、前記モバイルデバイスに関連付けら
れている第２通信フィーチャを一時的に無効にするために前記妨害禁止通知を前記サーバ
に送信することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モバイルデバイスが既に前記静止している表示画面下向き状態または前記動いてい
る表示画面下向き状態のうちの１つの状態ではなくなっていることを検知する工程と、
　前記モバイルデバイスが既に前記静止している表示画面下向き状態または前記動いてい
る表示画面下向き状態のうちの１つの状態ではなくなっていることを検知することに応じ
て、前記モバイルデバイスに関連付けられている一時的に無効にした前記第１通信フィー
チャを有効にし、アクティブ通知を前記サーバに送信する工程と、
　をさらに備える請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　１つ以上のプロセッサと、
　命令を含むメモリと、を備え、前記命令は、前記１つ以上のプロセッサによる実行時に
、前記１つ以上のプロセッサに、
　妨害禁止モードがユーザのモバイルデバイス上で作動させられたときにサーバによって
一時的に無効にされる１つ以上の通信フィーチャの選択を前記ユーザから受信することで
あって、前記１つ以上の通信フィーチャは、前記ユーザに属する１つ以上の付随的なデバ
イス上でアクセス可能であり、前記ユーザのモバイルデバイス上でアクセス可能でない、
受信することと、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードを作動させたことを示す妨
害禁止通知を前記ユーザの前記モバイルデバイスから受信することであって、前記妨害禁
止通知は、前記モバイルデバイスの表示画面が下方に向いている物理的配向を示している
、受信することと、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスの前記表示画面が下方に向いている前記物理的配
向を示している前記妨害禁止通知を受信することに応じて、前記ユーザに属する前記１つ
以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャを一時的に無
効にすることと、を行わせるシステム。
【請求項１７】
　命令を記憶した非一時的な機械可読媒体であって、前記命令は、機械による実行時に、
前記機械に動作を実行させ、前記機械可読媒体は、
　妨害禁止モードがユーザのモバイルデバイス上で作動させられたときにサーバによって
一時的に無効にされる１つ以上の通信フィーチャの選択を前記ユーザから受信するための
命令であって、前記１つ以上の通信フィーチャは、前記ユーザに属する１つ以上の付随的
なデバイス上でアクセス可能であり、前記ユーザのモバイルデバイス上でアクセス可能で
ない、命令と、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードを作動させたことを示す妨
害禁止通知を前記ユーザの前記モバイルデバイスから受信するための命令であって、前記
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妨害禁止通知は、前記モバイルデバイスの表示画面が下方に向いている物理的配向を示し
ている、命令と、
　前記サーバが、前記モバイルデバイスの前記表示画面が下方に向いている前記物理的配
向を示している前記妨害禁止通知を受信することに応じて、前記ユーザに属する前記１つ
以上の付随的なデバイス上でアクセス可能な前記１つ以上の通信フィーチャを一時的に無
効にするための命令と、を含む非一時的な機械可読媒体。
【請求項１８】
　前記１つ以上のプロセッサに、
　前記妨害禁止モードが前記ユーザの前記モバイルデバイス上で作動させられたときに一
時的に無効にされる、通信サービスのうち前記モバイルデバイスに関連付けられている通
信フィーチャの前記ユーザによる選択を受信することと、
　前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードを作動させたとき、前記モバイルデバイス
に関連付けられている、選択された前記通信フィーチャを一時的に無効にすることと、
　を行わせる、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にすることは、前記モバイルデバイスによる新しい電子メールメッセージの受信を一
時的に停止することを含む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記モバイルデバイスに関連付けられている選択された前記通信フィーチャを一時的に
無効にすることは、前記モバイルデバイスに対する着信呼を一時的にブロックすることを
含む、請求項１８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般にデバイスのモードに関し、より詳細には、デバイスによって作動させら
れる妨害禁止モードに関係する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の「常にオン」の通信環境では、コンピュータ、モバイル電話機、タブレットおよ
び他の通信デバイスは、これらのデバイスのユーザに絶え間ない刺激の流れを提供する。
電子メール、テキスト・メッセージ、通知および他のアラートの絶え間ない流れは、集中
およびタスク完了の大きな障害となる場合がある。この問題は、ユーザが所定の瞬間にお
いてアクセスし得る通信デバイスおよびサービスの数によって悪化する。即時のアラート
およびリアルタイム通信は多くの場合において必要であり、１つ以上の通信デバイスのユ
ーザに高い効率を提供し得る。しかしながら、いくつかの場合では、１つ以上の通信デバ
イスのユーザは、特定のタスクに完全に集中する必要があることがあり、タスクを続ける
中断されない期間を必要とすることがある。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】本願技術の様々な態様に従って妨害禁止モードを可能にするための例示的なクラ
イアントサーバネットワーク環境を示す図。
【図２Ａ】複数の通信サービスおよびデバイスに関連した本願技術の妨害禁止モードのシ
ステムおよび態様の例を示す図。
【図２Ｂ】複数の通信サービスおよびデバイスに関連した本願技術の妨害禁止モードのシ
ステムおよび態様の例を示す図。
【図３】本願技術の様々な態様に従って妨害禁止モードを作動させるか、またはこのモー
ドになるための例示的なプロセスを示すフロー図。
【図４】本願技術の様々な態様に従って妨害禁止モードからアクティブ・モードへと作動
解除させるか、または切り替えるための例示的なプロセスを示すフロー図。
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【図５】本願技術のいくつかの態様が実施される電子システムを概念的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　開示される本願技術は、新しい通信メッセージが一時的に停止され得るように、１つ以
上の通信デバイスおよび／またはサービスを妨害禁止モードにするためのコンピュータ実
装方法に関する。本願技術の様々な実施形態が次の特徴のうちのいずれか、すべてを含ん
でいてもよく、また、いずれも含まなくてもよいことが理解される。例示的な方法は、モ
バイルデバイスが妨害禁止モードであることを示す前記モバイルデバイスによる妨害禁止
通知を受信する工程を備えてよい。その方法は、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モ
ードである場合、前記モバイルデバイスに関連付けられている少なくとも１つの通信フィ
ーチャと、１つ以上の付随的なデバイスに関連付けられている１つ以上の追加の通信フィ
ーチャとを一時的に無効にする工程をさらに備えてよい。
【０００５】
　別の例示的なコンピュータ実装方法は、モバイルデバイスが静止している表示画面下向
き状態または動いている表示画面下向き状態のうちの１つの状態であるか否かを検知する
工程を備えてよい。その方法は、前記モバイルデバイスが前記静止している表示画面下向
き状態または前記動いている表示画面下向き状態のうちの少なくとも１つの状態である場
合、前記モバイルデバイスに関連付けられている第１通信フィーチャを一時的に無効にし
、妨害禁止通知をサーバに送信する工程をさらに備えてよい。
【０００６】
　さらに、開示される主題は、妨害禁止モードを可能にするためのシステムに関する。例
示的なシステムは、１つ以上のプロセッサと、前記１つ以上のプロセッサによる実行時に
、前記１つ以上のプロセッサに動作を実行させる命令を含むメモリと、を備えてよい。前
記システムの前記１つ以上のプロセッサは、モバイルデバイスが妨害禁止モードであるこ
とを示す前記モバイルデバイスによる妨害禁止通知を受信するように構成され得る。前記
システムの前記１つ以上のプロセッサは、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードで
ある場合、前記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードである場合、前記モバイルデバイ
スと１つ以上の付随的なデバイスとに関する少なくともいくつかの通信を一時的に停止す
ることによって、前記モバイルデバイスに関連付けられている少なくとも１つの通信フィ
ーチャと、前記１つ以上の付随的なデバイスに関連付けられている１つ以上の追加の通信
フィーチャとを一時的に無効にするようにさらに構成され得る。
【０００７】
　さらに、開示される主題は、妨害禁止モードを可能にするためのモバイルデバイスに関
する。例示的なモバイルデバイスは、表示画面と、１つ以上のプロセッサと、前記１つ以
上のプロセッサによる実行時に、前記１つ以上のプロセッサに動作を実行させる命令を含
むメモリと、を備えてよい。前記モバイルデバイスの前記１つ以上のプロセッサは、前記
モバイルデバイスが静止している表示画面下向き状態であるか否かを検知するように構成
されてよい。前記システムの前記１つ以上のプロセッサは、前記モバイルデバイスが前記
静止している表示画面下向き状態である場合、前記モバイルデバイスが妨害禁止モードで
あるという第１通知メッセージをサーバに送信するようにさらに構成されてよい。
【０００８】
　さらに、開示される主題は、システムによる実行時に、妨害禁止モードを可能にするた
めの動作をシステムに実行させる命令を記憶した例示的な機械可読媒体に関する。例示的
な機械可読媒体は、モバイルデバイスが妨害禁止モードであることを示す前記モバイルデ
バイスによる妨害禁止通知を受信するための命令を備えてよい。その機械可読媒体は、前
記モバイルデバイスが前記妨害禁止モードである場合、前記モバイルデバイスに対する少
なくともいくつかの通信を一時的に停止するための命令であって、前記少なくともいくつ
かの通信は前記モバイルデバイスに関連付けられている通信フィーチャに関係付けられる
、前記命令をさらに備えてよい。
【０００９】
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　別の例示的な機械可読媒体は、モバイルデバイスが静止している表示画面下向き状態で
あるか否かを検知するための命令を備えてよい。その機械可読媒体は、前記モバイルデバ
イスが前記静止している表示画面下向き状態である場合、付随的なデバイスに対する少な
くともいくつかの通信を一時的に停止するように妨害禁止通知をサーバに送信するための
命令であって、前記少なくともいくつかの通信は前記付随的なデバイスに関連付けられて
いる通信フィーチャに関係付けられる、前記命令をさらに備えてよい。
【００１０】
　これらおよび他の態様は、新しい通信（例えば電話の着信呼、新しい電子メール、新し
いテキスト・メッセージなど）によって中断されない期間をユーザに提供することができ
る様々な妨害禁止モードをユーザのモバイルデバイスから作動および作動解除させること
をユーザに可能にすることを含むいくつかの利点を含んでよいが、これらに限定されない
。
【００１１】
　本願技術の様々な構成が例示として図示及び説明される以下の詳細な説明から、本願技
術の他の構成が容易に明らかになると理解される。以下から分かるように、本願技術の範
囲を逸脱することなく、本願技術は他の異なる構成が可能であり、そのいくつかの詳細は
他の様々な点において改変が可能である。したがって、図面及び詳細な説明は、本来は例
示的であると考えられ、制限的であるとは考えられない。
【００１２】
　本願技術のある特徴は、添付される請求項に示される。しかしながら、説明の目的で、
本願技術のいくつかの実施形態が以下の図面において示される。
　以下に示す詳細な説明は、本願技術の様々な構成の説明を意図し、本願技術が実施され
る唯一の構成のみを表すことを意図しない。添付された図面は、本明細書に組み込まれ、
詳細な説明の一部を構成する。詳細な説明は、本願技術の十分な理解を提供する目的のた
めの具体的詳細を含む。しかしながら、本願技術は本明細書に示される具体的詳細には限
定されず、これらの具体的詳細なく実施され得ることは明確かつ明らかである。いくつか
の場合においては、本願技術の概念を曖昧にすることを避けるために、周知の構造及び構
成要素はブロック図の形態で示される。
【００１３】
　本願技術の態様に従って、１つ以上の通信デバイスおよび／またはサービスを妨害禁止
モードにする技術が、本明細書において説明される。
　ユーザは、一日を通じてモバイルデバイス（例えばスマートフォンまたはタブレット）
を常時携帯している。ある時、ユーザは、画面を上向きで自身の机かテーブルに自身のモ
バイルデバイス（例えば携帯電話またはタブレット）を置くことがある。したがって、ユ
ーザが通信イベントを受信してもよいと考えているか、通信イベントを歓迎してさえもい
ることは合理的に推論され得る。この点では、ユーザは、モバイルデバイスのいわゆる近
くにおいて他のタスクを実行しつつも、電話の着信呼、新しい通知、新しい電子メールメ
ッセージ、あるいは同様のイベントを見ることができる。そのような新しい通信イベント
が生じる時、モバイルデバイスの表示画面は一般に作動させられ、これによって、新しい
イベントに答えるか認めるようユーザの注意が引き寄せられる。例えば、新しい通信イベ
ントについてユーザにアラートするべく、画面は通知で光を放ってもよく、スピーカーは
音を発してもよく、および／またはモバイルデバイスが振動してもよい。
【００１４】
　これに対し、ユーザが妨害されることを望まない可能性がある、ある期間が存在する。
引き出しにモバイルデバイスを置いたり、従来のモバイルデバイスについて画面が下を向
くように電話機を裏返したりすることは、一般に、新しい通信イベントによって邪魔が引
き起こされるのを止めるにはほとんど役に立たない。例えば、音や振動は、通知メカニズ
ムとして典型的に使用される。例えば、さらに、画面の作動による反射光は、机やテーブ
ルの表面においても明白かもしれない。例えば、机に向かっているか会合に出席している
間、特別の問題に専念することを試みる場合、そのような邪魔はユーザを中断し得る。し
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かしながら、本願技術の態様は、モバイルデバイスの画面が下方に向いた配向に置かれる
場合、通信イベントを無効にできる。さらに、画面が下方に向いた状態でモバイルデバイ
スが置かれる場合、他のデバイスからの通信イベントは同様に無効にされ得る。
【００１５】
　本願技術のある態様によれば、モバイルデバイスの加速度計、ジャイロスコープ、およ
び／または類似のメカニズムを用いて、モバイルデバイスの画面がいつ上向きであるか、
あるいは、いつ下向きであるかを検知するために、バックグラウンドアプリケーション、
システムあるいはサービスが、モバイルデバイス上で動作していてもよい。バックグラウ
ンドアプリケーション、システムあるいはサービスは、さらにモバイルデバイスが静止し
ているか動いているかを検知してもよく（例えばモバイルデバイスの位置同定システムを
さらに用いることによって）、動いている場合、いかなる速度でモバイルデバイスが動い
ているのかを検知してもよい。さらに、バックグラウンドアプリケーションかサービスは
、ユーザの現在の位置を確認するためにジオロケーション情報（例えば位置同定システム
からのＧＰＳデバイスデータあるいは類似の情報）を利用してもよい。この情報は、いく
つかの例では個々に、他の例では組み合わせて、モバイルデバイスが、妨害禁止モードを
トリガすることが意図されている第１物理的配向であるか否かを検知するために使用され
てもよい。
【００１６】
　従って、本願技術の態様は容易に直ちに、通信刺激の複数の流れを除去し、これによっ
て、ユーザに１つ以上の通信デバイスによる中断がない期間を提供することに利用するこ
とができる。
【００１７】
　図１は、妨害禁止システムをサポートし、妨害禁止モードを可能にするための様々な技
術を実施するために使用されてもよい例示的なクライアントサーバネットワーク環境を示
す。ネットワーク環境１００は、１つ以上のサーバ１１０に通信可能に接続された、いく
つかの電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６を含んでいてもよく、これらは、例
えば、ネットワーク１０８によって通信可能に接続されていてよい。他の例において、電
子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６は、互いに通信可能に接続されてもよい（例
えば、ネットワーク１０８によって通信可能に接続されていてよい）が、１つ以上のサー
バ１１０に通信可能に接続されなくてもよい。
【００１８】
　図１の例では、サーバ１１０は妨害禁止システムを含む１つ以上のシステムあるいはサ
ービスをホストしてもよいが、これに限定されない。いくつかの例において、サーバ１１
０はコンピュータ・サーバのような１つのコンピューティングデバイスであってもよいし
、あるいはサーバコンピュータのアクションを実行するために共に動作する２つ以上のコ
ンピューティングデバイスを表わしていてもよい（例えば、クラウドコンピューティング
または分散システム）。サーバ１１０は様々なデータベース、ストレージサービスあるい
は他のコンピューティングデバイスと結合されてもよい。サーバ１１０と、結合されたデ
ータベース、ストレージサービス、あるいは他のコンピューティングデバイスとは、同じ
場所に位置していても違う場所に位置していてもよい。例えば、サーバ１１０は１つ以上
のプロセッシングデバイス１１２と１つ以上のデータ・ストア１１４を含んでいてもよい
。１つ以上のプロセッシングデバイス１１２が、例えば、１つ以上の通信デバイス上の妨
害禁止モードを可能にするために１つ以上のデータ・ストア１１４に記憶された命令を実
行してもよい。１つ以上のデータ・ストア１１４が、非一時的なコンピュータ可読媒体上
にコンピュータ命令を記憶してもよい。
【００１９】
　１つ以上の通信サーバ１２０が、図１の例での通信サービスあるいはアプリケーション
を提供してもよい。いくつかの実施形態では、１つ以上の通信サーバ１２０は、サーバ１
１０に関して上に記述されたような同様の態様で設計されてもよい。１つ以上の通信サー
バ１２０は、携帯電話サービス、電子メールサービス、テキスト・メッセージ・サービス
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、ボイス・オーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）サービス、ビデオチャット・サービスなどを含むが
、これらに限定されない、１つ以上の通信システムあるいはサービスをホストしてもよい
。例えば、これらの通信システムまたはサービスは電子デバイス１０２、１０３、１０４
、１０６に提供されてもよい。１つ以上の通信サーバ１２０は、さらにサーバ１１０と通
信してもよい。
【００２０】
　ネットワーク１０８は、公共の通信ネットワーク、個人の通信ネットワークあるいは両
方の組み合わせの場合がある。ある例において、ネットワーク１０８は、パーソナル・エ
リア・ネットワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、キャンパ
ス・エリア・ネットワーク（ＣＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ
）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、ブロードバンド・ネットワーク（ＢＢＮ
）、インターネットなどのうちの任意の１つ以上も含むことができる。さらに、ネットワ
ーク１０８は次のネットワークトポロジーのうちの任意の１つ以上を含み得るが、これら
に限定されず、そのネットワークトポロジーは、バスネットワーク、スター型ネットワー
ク、環状ネットワーク、メッシュネットワーク、スター－バスネットワーク、木あるいは
階層的ネットワークなどを含む。
【００２１】
　ネットワーク１０８は、公共の通信ネットワーク（インターネット、セルラ・データ・
ネットワーク、ケーブル・データ・ネットワーク、あるいは公衆交換電話網上のダイアル
アップ・モデムを含むが、これらに限定されない）の場合もあれば、個人のネットワーク
（例えば個人のローカル・エリア・ネットワーク（「ＬＡＮ」）あるいは専用回線ネット
ワーク等）の場合もある。ネットワーク１０８は次のネットワークトポロジーのうちの任
意の１つ以上も含み得るが、これらに限定されず、そのネットワークトポロジーは、バス
ネットワーク、スター型ネットワーク、環状ネットワーク、メッシュネットワーク、スタ
ー－バスネットワーク、木あるいは階層的ネットワークなどを含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、電子デバイス１０２、１０３、１０４および１０６は、ラッ
プトップもしくはデスクトップ・コンピュータ、スマートフォン、携帯情報端末（「ＰＤ
Ａ」）、ポータブルメディア・プレイヤー、タブレット・コンピュータ、テレビ、または
ディスプレイに結合されているかもしくは組み込まれている１つ以上のプロセッサを有す
る他のディスプレイ等のコンピューティングデバイス、あるいは、ウェブ・ページまたは
ウェブのアプリケーションの表示のために使用することができる、他の適切なコンピュー
ティングデバイスの場合がある。図１の例では、電子デバイス１０２はデスクトップ・コ
ンピュータとして示される。電子デバイス１０３および１０４はスマートフォンとして示
される。また、電子デバイス１０６はタブレット・デバイスとして示される。
【００２３】
　電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６と、サーバ１１０との間の通信は、ハイ
パーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）通信プロトコルによって可能にされてもよい。
他の通信プロトコルも使用されてよく、これには、電子デバイス１０２、１０３、１０４
、１０６とサーバとの間のいくらかあるいはすべての通信のための、例えば、ＸＭＰＰ（
Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）通信が含まれる。他の例において、電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６
はサーバ１１０と通信せずに、互いとの通信状態にあってもよい。
【００２４】
　クライアント・デバイス（例えば電子デバイス１０３、１０４、あるいは１０６）と対
話するユーザは、妨害禁止モードを作動させることに関連して１つ以上のアクティビティ
を実行してもよい。妨害禁止システム（例えば、サーバ１１０でホストされている）は、
１つ以上の通信サービス（例えば、１つ以上の通信サーバ１２０によって提供されている
）による新しい通信を一時的に停止し、または無効にできる。例えば、１つ以上の通信サ
ービスは、１つ以上の電子デバイス（例えば電子デバイス１０２、１０３、１０４、ある
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いは１０６）によってユーザに提供されてもよい。
【００２５】
　図１の例では、電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６の各々は、通信サービス
と関係する電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６のうちの少なくとも１つの他の
電子デバイスからテキスト、オーディオあるいはビデオストリームを受信してもよい。従
って、電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６、マイクロホン、カメラあるいはオ
ーディオまたはビデオをキャプチャするための他のデバイスを含んでいる場合もあれば、
これらに連結される場合もあり、またテキスト、オーディオあるいはビデオの提供のため
に出力デバイスを含んでいてもよい。
【００２６】
　動作では、サーバ１１０は、１つ以上の通信サーバ１２０によって提供される１つ以上
の通信サービスによる新しい通信を一時的に停止したり無効にしたりするための動作を提
供および処理してもよい。電子デバイス１０２、１０３、１０４、１０６の各々は、１つ
以上の通信システムあるいはサービスと関係する妨害禁止モードを確立する目的のため、
サーバ１１０あるいは１つ以上のサーバ１２０との通信を確立してもよい。
【００２７】
　妨害禁止モードを可能にするための技術は、図２～図４に関して、そして、引き続き図
１を参照して、さらに以下に説明する。
　図２Ａ～図２Ｂは、１つ以上の通信サービスに関連付けられている妨害禁止モードのシ
ステムおよび態様の例を示す。例えば、ユーザ２０１は仕事または家で特定のタスクに集
中したい場合がある。本願技術の態様によって、モバイルデバイス２０３は、１つ以上の
通信デバイスによる中断がない期間をユーザに２０１に提供するように、オブジェクトか
メカニズムとして機能できるようになる。ある例において、ユーザ２０１が妨害されたく
ない場合、ユーザ２０１は、モバイルデバイス２０３の表示画面側２３４を下向きにし、
机かテーブルに水平に置いて、モバイルデバイス２０３の後部側２３２がユーザ２０１に
向かって上向きの状態で、モバイルデバイス２０３を裏返す（図２Ａ）。妨害禁止システ
ム、アプリケーション、バックグラウンドサービスあるいはモジュールは、表示画面側２
３４が上向きであるとき、および、表示画面側２３４が下向きであり水平に置かれている
ときを検知するべく、加速度計、ジャイロスコープおよび／またはモバイルデバイス２０
３の類似のメカニズムを利用するモバイルデバイス２０３上で動作する。
【００２８】
　モバイルデバイス２０３が机かテーブルの上に存在する場合、モバイルデバイスの移動
はわずかであるか、存在しない。そのような状況も、加速度計、ジャイロスコープおよび
／または類似のメカニズムの使用によりモバイルデバイス２０３によって検知でき、静止
している下向き状態と称することができる。他の状況で、モバイルデバイス２０３は、下
向きあるいは多少下向きだが、動いていてもよい（例えば、ユーザ２０１の歩行中におい
て、モバイルデバイス２０３がバックパックかハンドバック中に置かれている場合、ある
いは、ユーザ２０１の運転中において、カー・シートかコンソール上に下向きに置かれて
いる場合）。この下向きで動いている構成は、加速度計、ジャイロスコープおよび／また
は、類似のメカニズムの使用により、モバイルデバイス２０３によって同様に検知されて
よく、動いている下向き状態と称され得る。いくつかの実施形態では、動いている下向き
状態は妨害禁止モードをトリガせず、他の実施形態では、動いている下向き状態は妨害禁
止モードをトリガする。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、モバイルデバイス２０３が静止している下向き状態にある場
合、小さな動き（特に、モバイルデバイスの表示画面側２３４を下向きに維持している間
に、モバイルデバイス２０３が動かされるとき）は、状態を変化させないことが理解され
る。例えば、ユーザ２０１は、ユーザ２０１の現在の妨害禁止モードをそのままにしよう
と意図しないで、ある書類にアクセスするかあるいはユーザの作業スペースを再配置する
ために、モバイルデバイス２０３をスライドさせて一瞬どける必要があり得る。従って、
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モバイルデバイス２０３の動きのある閾値は、静止している下向き状態からの状態を変更
しないよう、許容される。
【００３０】
　ある実施形態で、モバイルデバイス２０３が静止している下向き状態にあると考えられ
る場合、モバイルデバイス２０３の妨害禁止システムは、サービスまたはサーバに信号ま
たは通知（例えばネットワーク１０８によってサーバ１１０上のクラウドサービスに電子
デバイス１０３によって送信される信号）を送信するように動作してもよい。その後、サ
ービスまたはサーバは、モバイルデバイス２０３が妨害禁止モードであることを識別し、
１つ以上の他のサービスあるいはサーバにモバイルデバイス２０３が妨害禁止モードであ
るという指示を送ることができ（例えば電子メールサーバおよびＶｏＩＰサーバを含む１
つ以上の通信サーバ１２０へのサーバ１１０によるブロードキャストメッセージ）、これ
により、一時的にある通信フィーチャを無効にするか停止する。
【００３１】
　１つ以上のサービスあるいはサーバは、モバイルデバイス２０３に関連付けられている
サービスを含んでいてもよい（例えば、モバイル電話機に関連付けられているアカウント
のための、また、モバイル電話機上においてアクセス可能な電話サービス、通知サービス
、電子メールサービス）。１つ以上のサービスあるいはサーバは、さらに、モバイルデバ
イス２０３のユーザ２０１に関連付けられているが、直接モバイルデバイス２０３自体に
関連付けられていないサービスを含んでいてもよい。例えば、コンピュータ２０２に関連
付けられているが、モバイルデバイス２０３に関連付けられていない電子メールアカウン
トは、ユーザ２０１が妨害禁止モードであると通知されてもよい。同様に、電話機２０７
に関連付けられているが、モバイルデバイス２０３に関連付けられていない電話サービス
は、ユーザ２０１が妨害禁止モードであると通知されてもよい。
【００３２】
　従って、図１Ａの例に示すように、モバイルデバイス２０３が静止している下向き状態
であり、モバイルデバイス２０３の妨害禁止システムがモバイルデバイス２０３を妨害禁
止モードにしている場合、モバイルデバイス２０３は、モバイルデバイス２０３に関連付
けられている様々なサービス（例えば通話、電子メール、テキスト・メッセージ、通知）
から通信を受信しない（あるいはいくらかは受信する）。いくつかの実施形態で、モバイ
ルデバイス２０３が、ユーザ２０１およびモバイルデバイス２０４が妨害禁止モードであ
ることを認識していない通信サービス（例えば遠隔のビデオチャット・サービス）から通
信を受信する場合、モバイルデバイス２０３の妨害禁止システムは、モバイルデバイス２
０３が既に妨害禁止モードではなくなっているということになるまで、その通信を遮断し
て、処理しない。
【００３３】
　図１Ａにさらに示すように、モバイルデバイス２０３が妨害禁止モードである場合、モ
バイルデバイス２０３は、１つ以上の他の通信装置に関連付けられているあるサービス（
例えば通話、電子メール、テキスト・メッセージ、通知）から通信を受信しなくてもよい
（あるいはいくらかは受信する）。例えば、コンピュータ２０２は、いくつかの実施形態
ではコンピュータ２０２に関連付けられている１つ以上の通信サービスから通信を受信し
ない。例えば、モバイルデバイス２０３の妨害禁止モード中、コンピュータ２０２のディ
スプレイ２２２は新しい通信メッセージを示さない。いくつかの実施形態で、モバイルデ
バイス２０３の妨害禁止モード中、ディスプレイ２２２およびコンピュータ２０２は、複
数の目的のために完全に使用可能であることが理解される。
【００３４】
　例えば、ユーザ２０１は、妨害禁止モード中、コンピュータ２０２上にインストールさ
れた文書処理アプリケーションを利用する必要があり得る。さらに、ユーザ２０１は妨害
禁止モード中、新しい通信が禁止されているサービスに関連付けられているアプリケーシ
ョンを使用する必要があり得る。例えば、ユーザ２０１は、ユーザ２０１の妨害禁止モー
ド中、タスクを完了するために以前の電子メールにアクセスする必要があり得る。ユーザ
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２０１は、以前の電子メールにアクセスし、いくつかの実施形態では、新しい電子メール
メッセージを送信することもし得るが、モバイルデバイス２０３が妨害禁止モードのまま
である限り、新しい電子メールは受信されないだろう。
【００３５】
　同様に、モバイルデバイス２０３の妨害禁止モード中、電話機２０７は、電話機が妨害
禁止ステータスになったと画面２７４で示してもよい。いくつかの実施形態では、モバイ
ルデバイス２０３の妨害禁止モード中、電話機２０７が着信呼を受信しないとしても、画
面２７４はそのような指示を提供しなくてもよい。同様に、モバイルデバイス２０３の電
話禁止モード中、ボイス・メールをユーザ２０１が使える場合において、電話機２０７上
のボイス・メール・インジケータ・ライト２７６は、点灯しないことになる。
【００３６】
　図２Ｂの例で示すように、表示画面側２３４が上向きになるようにユーザ２０１がモバ
イルデバイス２０３を裏返す場合（この他、静止している下向き状態からモバイルデバイ
ス２０３の物理的配向を変更する場合）、モバイルデバイス２０３の妨害禁止システムは
アクティブ・モードに変わることになる。従って、モバイルデバイス２０３の妨害禁止シ
ステムは、モバイルデバイスがアクティブ・モードである（あるいは既に妨害禁止モード
ではなくなっている）と示すために、サービスあるいはサーバに信号または通知（例えば
ネットワーク１０８によってサーバ１１０上のクラウドサービスに電子デバイス１０３に
よって送信される信号）を送信するように動作してよい。その後、サービスまたはサーバ
は、モバイルデバイス２０３がアクティブ・モードであることを識別し、モバイルデバイ
ス２０３のユーザ２０１がアクティブ・モードであるとの指示を１つ以上の他のサービス
あるいはサーバに送信してよく（例えば、電子メールのサービスまたはサーバとＶｏＩＰ
サービスまたはサーバに対するサーバ１１０によるブロードキャストメッセージ）、関連
付けられているサービスは、他のサービスまたはサーバの各々に関連付けられている通信
を受信するデバイスに対する新しい通信（および妨害禁止モード中に生じた、以前に停止
された通信）を送信できる。
【００３７】
　例えば、モバイルデバイス２０３が既に妨害禁止モードではなくなっている場合、新し
い電子メールメッセージ２２５がコンピュータ２０２によって受信され、モバイルデバイ
ス２０３が妨害禁止モードになるよりも前に受信された古い電子メールメッセージ２２７
と共にディスプレイ２２２上で示されてよい（例えば、古いメール２２７は、モバイルデ
バイス２０３が妨害禁止モード中であった場合に、必要なときにはタスクを完了するため
にアクセスされるようユーザ２０１によって使用され得た電子メールである）。同様に、
モバイルデバイス２０３が既に妨害禁止モードではなくなっている場合、電話機２０７は
着信呼を受信してもよい。例えば、モバイルデバイス２０３の妨害禁止モード中にボイス
メッセージの受信があった場合、画面２７４はそのことを示すテキストを提供してもよく
、電話機２０７上のボイス・メールのインジケータ・ライト２７６は、モバイルデバイス
２０３がアクティブ・モードに移行するときに点灯してもよい。
【００３８】
　図３は、妨害禁止モードを作動させるか、妨害禁止モードになる例示的なプロセスのフ
ロー図を示す。他のプロセスおよび本開示の態様と共にプロセス３００での動作が使用さ
れてもよいことが理解される。プロセス３００は図１および図２の例を考慮して説明され
るが、プロセス３００はそのようなものに限定されない。
【００３９】
　ブロック３０２では、モバイルデバイス（例えば電子デバイス１０３、１０４、１０６
、あるいはモバイルデバイス２０３）のシステムは、モバイルデバイスが第１物理的配向
であるか否かを検知してもよい。例えば、モバイルデバイスの第１物理的配向は、モバイ
ルデバイスの表示画面が実質的に下方に向いている配向の場合がある。いくつかの実施形
態では、第１物理的配向は、静止している表示画面下向き状態あるいは動いている表示画
面下向き状態であってよく、妨害禁止モードを示していてもよい。
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【００４０】
　例えば、モバイルデバイスは、モバイルデバイスが下向きであるがデバイスが配置され
ている机または他の表面の角度によりわずかに傾いて配置されている場合、実質的に下向
き姿勢であると判定されてもよい。さらに、モバイルデバイスは、モバイルデバイスがほ
ぼ、ある閾値の動きの範囲内であるか許容範囲内である同じ姿勢のままである（モバイル
デバイスのステータスを妨害禁止モードから変更するような態様でモバイルデバイスを動
かすユーザによる意図とは一般にみなされない）場合、実質的に静止していると判定され
てもよい。
【００４１】
　ブロック３０４では、妨害禁止通知はモバイルデバイスによって送信され、サーバ（例
えばサーバ１１０）によって受信されてもよい。妨害禁止通知は、モバイルデバイスがあ
る実施形態による妨害禁止モードであることをサーバに示す。いくつかの実施形態では、
妨害禁止通知は、モバイルデバイスに関連付けられている通信フィーチャ、および付随的
なデバイスに関連付けられているフィーチャに関して送信されてもよい。サーバは妨害禁
止通知を受信し、妨害禁止モードと関係する動作を実行してもよい。他の実施形態では、
妨害なし通知は付随的なデバイス動作に関連付けられている通信フィーチャに関して送信
されてもよく、また、モバイルデバイスに関連付けられているある通信フィーチャについ
ての妨害禁止モードに関係する動作は、モバイルデバイスによって実行される。
【００４２】
　ブロック３０６では、モバイルデバイスが妨害禁止モードである場合、モバイルデバイ
スに関連付けられている少なくとも１つの通信フィーチャは一時的に無効にされてもよい
。例えば、モバイルデバイスに対する着信呼は一時的に停止されてもよい。別の例では、
モバイルデバイスに対する新しい電子メールメッセージは一時的に停止されてもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、サーバ（例えばサーバ１１０）はモバイルデバイスによる妨
害禁止通知を受信し、モバイルデバイスに関連付けられている少なくとも１つの通信フィ
ーチャを一時的に停止し、または無効にし得る。ウェブ・ブラウザを利用するある通信フ
ィーチャあるいはサービスは、ウェブ・ページの更新を防ぐことによって通信フィーチャ
またはサービスに関連付けられているウェブ・ページにより一時的に停止されたり無効に
されたりしてよい。例えば、モバイルデバイスの妨害禁止モード中、ウェブ・ブラウザ拡
張機能は、関連する１つ以上のウェブ・ページのリフレッシュを遮断し、または、別様に
リフレッシュさせない場合がある。
【００４４】
　あるいは、さらに、モバイルデバイスは、モバイルデバイスに関連付けられている通信
フィーチャを一時的に停止したり無効にしたりしてよい。例えば、動作は、新しい通知に
関するアラートを停止すること、新しい電子メールに関するアラートを停止すること、あ
るいは、着信呼やボイスメッセージについての鳴ることや指示を無効にすることに関し、
モバイルデバイス上で実行されてよい。
【００４５】
　妨害禁止モードの様々な態様および実施形態が考慮されることが認められる。例えば、
ユーザは、妨害禁止モード中、ユーザが一時的に停止したり無効にしたりすることを望む
、モバイルデバイスに関連付けられている通信フィーチャ、および、付随的なデバイスに
関連付けられている追加の通信フィーチャのうちのいずれかを選択してよい。従って、ユ
ーザ・インターフェースは、モバイルデバイスが妨害禁止モードである場合に一時的に停
止されるか無効にされ得る様々なフィーチャおよびサービスがユーザ・インターフェース
によって選択可能なように、提供されてもよい。
【００４６】
　同様に、各通信フィーチャあるいはサービス内では、通信の集合の一部がある実施形態
において選択可能であってよい。例えば、デバイスが妨害禁止モードである場合において
も無視して、電子メールが１つ以上の選択された連絡先から受信され得るように、電子メ
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ールのサービスかアプリケーション中の１つ以上の連絡先が選ばれてもよい。
【００４７】
　ブロック３０８では、モバイルデバイスが妨害禁止モードである場合、１つ以上の付随
的なデバイスに関連付けられている１つ以上の追加の通信フィーチャが、一時的に無効に
されてもよい。ある実施形態では、サーバ（例えばサーバ１１０）は１つ以上の付随的な
デバイスに関連付けられている１つ以上の追加の通信フィーチャを一時的に停止したり無
効にしたりし得る。例えば、電話機（例えば電話機２０７）に対する着信呼は一時的に停
止されてもよい。別の例では、コンピュータ（例えばコンピュータ２０２）に対する新し
い電子メールは一時的に停止されてもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、モバイルデバイスの妨害禁止モードによって影響を受けるサ
ービスかアプリケーションのクライアント・インスタンスは、クライアント・インスタン
スに関連付けられている特定のサービスに現在のモード（例えば妨害禁止かアクティブ・
モードである）を提供するようにサーバにリクエストするよう構成されてもよい。サーバ
は、特定のサービスに関連付けられているクライアント・インスタンスに対する現在のモ
ードを識別することができ、したがって、クライアント・インスタンスは、そのクライア
ント・インスタンス（例えばコンピュータ２０２によってアクセス可能なウェブ・ページ
からアクセス可能な電子メールアプリケーション）に基づいて新しいメッセージを許可し
、または、許可しないことが可能である。
【００４９】
　例えば、遮断システム（例えば、モバイル電話機あるいは付随的なデバイスのいずれか
でアクティブ）は、特定のサービスかアプリケーションに関連付けられている場合があり
、サービスかアプリケーション（例えば、更新または通知を探しているサービスかアプリ
ケーションと関係のある１つのＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）コードが挿入されても
よい）に届く通知を探していてもよい。遮断システムは、モバイルデバイスの現在のモー
ドを得るためにサーバに対する通信（例えばエクステンシブル・マークアップ・ランゲー
ジ（ＸＭＬ）ＨＴＴＰリクエストを使用するサーバ１１０に対する通信）を確立すること
ができる。モバイルデバイスが妨害禁止モードである場合、遮断システムは一時的に新し
い通信メッセージあるいは通知を停止することができる（例えばサービスかアプリケーシ
ョンに関連付けられている通知ユーザ・インターフェースを除去するか無効にすることに
よる）。
【００５０】
　ある態様に従って、デバイスの妨害禁止状態中に一時的に停止されるか無効にされるか
遮断される通信は、特定の通信に関連付けられている通知レベルに基づく場合がある（例
えば、関連付けられている電子メールサービスが妨害禁止モード中に制限されている場合
であっても、「重要度高」と印が付けられた電子メールは、ユーザおよび／またはシステ
ムによって許可されてもよい）。例えば、通知アプリケーションプログラミングインター
フェース（ＡＰＩ）は、通信が緊急／高であるかデフォルトであるかを判定するために、
通知フィーチャまたはサービスによる特定の通信に関連付けられている通知レベルを識別
するべく、利用され得る。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、通信フィーチャあるいはサービスは、モバイルデバイスのユ
ーザが妨害禁止モードであると他のユーザのために識別してもよい。例えば、モバイルデ
バイスのユーザに通常接続することができる他のユーザのために「オフライン」または「
妨害禁止である」として、チャット・アプリケーションかサービスは、妨害禁止モードの
デバイスのユーザを識別してもよい。
【００５２】
　図４は、妨害禁止モードからアクティブ・モードに作動解除させるか切り替える例示的
なプロセスのフロー図を示す。本開示の他のプロセスおよび態様と共にプロセス４００で
の動作が用いられてもよいことが理解される。プロセス４００は図１および図２の例を考
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慮して説明するが、プロセス４００はそのようなものに限定されない。
【００５３】
　ブロック４０２では、モバイルデバイス（例えば電子デバイス１０３、１０４、１０６
、あるいはモバイルデバイス２０３）のシステムは、モバイルデバイスが既に第１物理的
配向ではなくなっていることを検知してよい。例えば、モバイル電話機が上方に向いた配
向、あるいは第１配向とは異なる別の物理的配向となるように、モバイル電話機の表示画
面はひっくり返されてもよい。いくつかの実施形態では、第２物理的配向は、アクティブ
・モード（例えば、妨害禁止モードとは反対のモードであり、モバイルデバイスあるいは
付随的なデバイスが妨害禁止モードからアクティブ・モードに切り替わり、新しい通信メ
ッセージを現在受領できるように構成されて、通信フィーチャは動作する）を示してもよ
い。
【００５４】
　ブロック４０４では、アクティブ通知はモバイルデバイスによって送信され、サーバ（
例えばサーバ１１０）によって受信されてもよい。ある実施形態に従って、アクティブ通
知は、モバイルデバイスがアクティブ・モードにあることをサーバに示す。
【００５５】
　ブロック４０６では、例えば、モバイルデバイスがアクティブ・モードである場合、受
信されるアクティブ通知に応じて、サーバは、一時的に無効にされたモバイルデバイスに
関連付けられている少なくとも１つの通信フィーチャを有効にし得る。例えば、モバイル
デバイスに関し通常完了されるように、モバイルデバイスに対する着信呼は許可されても
よい。別の例では、モバイルデバイスへの新しい電子メールメッセージは許可されてもよ
い。また、モバイルデバイスの妨害禁止モード中に生じたメッセージが提供されてもよい
。
【００５６】
　ブロック４０８では、例えば、モバイルデバイスがアクティブ・モードである場合、受
信されるアクティブ通知に応じて、サーバは、一時的に無効にされたモバイルデバイスに
関連付けられている少なくとも１つの通信フィーチャと、一時的に無効にされた１つ以上
の付随的なデバイスに関連付けられている１つ以上の追加の通信フィーチャとを有効にし
得る。例えば、モバイル電話機がアクティブ・モードである場合、電話機（例えば電話機
２０７）に対する着信呼は許可されてもよい。別の例では、モバイル電話機がアクティブ
・モードである場合、コンピュータ（例えばコンピュータ２０２）に対する新しい電子メ
ールが受信されてもよく、コンピュータの妨害禁止モード中に生じたメッセージが提供さ
れてもよい。
【００５７】
　妨害禁止モードからアクティブ・モードにモバイルデバイスのモードが変わる場合、ウ
ェブ・ブラウザを利用する通信フィーチャあるいはサービスが、通信フィーチャかサービ
スに関連付けられているウェブ・ページによって一時的に停止されたり無効にされたりす
る例では、ウェブ・ページはリフレッシュされ、新しい通信メッセージ（例えば妨害禁止
モード中に生じたメッセージ）は届いてよい。他の例において、通知または通信は集めら
れてもよいしバッチ処理されてもよく、妨害禁止モードからアクティブ・モードへの変更
の際に送信されてもよい。
【００５８】
　ある態様に従って、クライアント・インスタンスまたはデバイスサイドアプリケーショ
ン（例えば、電子デバイス１０３、モバイル電話機２０３、あるいはコンピュータ２０２
上の電子メールアプリケーション）と、複数のサービスの１つ以上の発信サーバまたはシ
ステムとの間の通信を同期および提供するための１つ以上のサーバまたはクラウドサービ
ス（例えば、クラウドサービスを提供するように構成されている、サーバ１１０、１つ以
上の通信サーバ１２０、および／または複数のサーバ）上で動作する同期システムまたは
モジュールは、妨害禁止モードが作動させられている場合にクライアント・インスタンス
またはデバイスサイドアプリケーションに対する新しい通知または通信が一時的に停止さ



(15) JP 6170248 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

れ得るように提供されてよい。妨害禁止モードが作動解除させられる場合、１つ以上のサ
ーバあるいはクラウドサービス上の同期システムまたはモジュールは、例えば、妨害禁止
モードからアクティブ・モードへの変化の際、集められたかバッチ処理された通知または
通信を送信するように動作可能であってよく、あるいは別様に、新しい通知あるいは通信
を許可し、クライアント・インスタンスかデバイスサイドアプリケーションにそのような
以前に停止された通知あるいは通信を送信するように、複数のサービスの１つ以上の発信
サーバあるいはシステムに命令するように動作可能であってもよい。
【００５９】
　ある実施形態では、クライアント・インスタンスかデバイスサイドアプリケーションに
おける特定のサービスを妨害禁止モードにするために、デバイス上（例えば、モバイル電
話機上あるいは付随的なデバイス上）で動作可能な遮断システムあるいはモジュールは、
クライアント・インスタンスかデバイスサイドアプリケーションにおける特定のサービス
に関連付けられ、１つ以上のサーバまたはクラウドサービス（例えば、クラウドサービス
を提供するように構成されている、サーバ１１０、１つ以上の通信サーバ１２０、および
／または複数のサーバ）上の同期システムまたはモジュールから信号を受信するように動
作可能であってよい。従って、例えば、１つ以上のサーバあるいはクラウドサービス上の
同期システムまたはモジュールとの通信状態にない様々なリモート・サーバ、エンドポイ
ントデバイスなどから新しい通知あるいは通信を特定のサービスが受信し得る場合、遮断
システムまたはモジュールはデバイスへの新しい通信をさらに遮断するか許可しないよう
に動作してもよい。同様に、クライアント・インスタンスあるいはデバイスサイドアプリ
ケーションにおける特定のサービスをアクティブ・モードにする対応する信号は、妨害禁
止モードが作動解除させられる場合、デバイス上の遮断システムあるいはモジュールによ
って同様に受信されてもよい。
【００６０】
　いくつかの例において、妨害禁止モードによって影響される様々なサービスがユーザ・
レベル（例えば妨害禁止サービスの一部となる、ユーザに提供される特定のサービスの各
々のためのオン・オフ・スイッチ）で選択可能で、複数のデバイス（例えば、コンピュー
タ２０２、モバイル電話機２０３、および／または電話機２０７）にわたって適用される
ように、同期モジュールに関連付けられているユーザ・インターフェースが提供されても
よい（例えばダッシュボード・スタイル構成で）。ユーザ・インターフェースは、様々な
妨害禁止モードの実施形態の通知レベルあるいは例外に基づいた選択可能なフィーチャ（
例えばサービスに関連するか、デバイスに特有のカスタマイズされた構成）をさらに提供
してよい。
【００６１】
　図５は、本願技術のいくつかの実施形態が実施される電子システムを概念的に示す。電
子システム５００は、サーバ、コンピュータ、電話機、ＰＤＡ、タブレット・コンピュー
タ、１つ以上のプロセッサが組み込まれているか１つ以上のプロセッサに結合されている
テレビであってもよいし、一般的な任意の電子デバイスであってもよい。このような電子
システムは、様々な種類のコンピュータ可読媒体と、他の様々な種類のコンピュータ可読
媒体に関するインターフェースとを含む。電子システム５００は、バス５０８、プロセッ
シング・ユニット５１２、システム・メモリ５０４、読出専用メモリ（ＲＯＭ）５１０、
パーマネント・ストレージ・デバイス５０２、入力デバイス・インターフェース５１４、
出力デバイス・インターフェース５０６、及びネットワーク・インターフェース５１６を
含む。
【００６２】
　バス５０８は、電子システム５００の多数の内部デバイスを通信可能に接続する全ての
システムと、周辺機器と、チップセット・バスとを集合的に表す。例えば、バス５０８は
、プロセッシング・ユニット５１２を、ＲＯＭ５１０と、システム・メモリ５０４と、パ
ーマネント・ストレージ・デバイス５０２とに通信可能に接続する。
【００６３】
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　プロセッシング・ユニット５１２は、本開示のプロセスを実行するために、これらの様
々なメモリ・ユニットから実行対象の命令と処理対象のデータとを取り出す。プロセッシ
ング・ユニットは、互いに異なる実施形態において、１つのプロセッサであってもよいし
、マルチコア・プロセッサであってもよい。
【００６４】
　ＲＯＭ５１０は、プロセッシング・ユニット５１２と電子システムの他のモジュールと
によって必要とされる静的なデータと命令とを記憶する。これに対し、パーマネント・ス
トレージ・デバイス５０２は、読出／書込メモリ・デバイスである。このデバイスは、電
子システム５００がオフであるときでも命令とデータとを記憶する不揮発性メモリ・ユニ
ットである。本開示のいくつかの実施形態では、パーマネント・ストレージ・デバイス５
０２としてマス・ストレージ・デバイス（例えば、磁気又は光ディスク、及び、対応する
ディスク・ドライブ）が用いられる。
【００６５】
　他の実施形態では、パーマネント・ストレージ・デバイス５０２としてリムーバブル・
ストレージ・デバイス（例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、フラッシュ・ドライ
ブ、対応するディスク・ドライブ）が用いられる。システム・メモリ５０４は、パーマネ
ント・ストレージ・デバイス５０２と同様に、読出／書込メモリ・デバイスである。しか
しながら、システム・メモリ５０４は、ストレージ・デバイス５０２とは異なり、揮発性
読出／書込メモリ（例えば、ランダム・アクセス・メモリ）である。システム・メモリ５
０４は、ランタイムにおいてプロセッサが必要とする命令とデータとのいくつかを記憶す
る。いくつかの実施形態においては、本開示のプロセスは、システム・メモリ５０４、パ
ーマネント・ストレージ・デバイス５０２、又はＲＯＭ５１０に記憶される。例えば、様
々なメモリ・ユニットは、本願技術のいくつかの実施形態に従って妨害禁止モードを可能
にするための命令を含んでよい。プロセッシング・ユニット５１２は、いくつかの実施形
態のプロセスを実行するために、これらの様々なメモリ・ユニットから実行対象の命令と
処理対象のデータとを取り出す。
【００６６】
　さらにバス５０８は、入力デバイス・インターフェース５１４と出力デバイス・インタ
ーフェース５０６とに接続する。入力デバイス・インターフェース５１４によって、ユー
ザが情報を通信し、電子システムに対するコマンドを選択することが可能になる。入力デ
バイス・インターフェース５１４とともに用いられる入力デバイスは、例えば、英数字キ
ーボード、ポインティング・デバイス（「カーソル制御デバイス」とも称される）を含む
。出力デバイス・インターフェース５０６によって、例えば、電子システム５００によっ
て生成された画像の表示が可能になる。出力デバイス・インターフェース５０６とともに
用いられる出力デバイスは、例えば、プリンタ、ディスプレイ・デバイス（陰極線管（Ｃ
ＲＴ）や液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）など）を含む。いくつかの実施形態は、入力デバイ
ス及び出力デバイスの両方として機能するタッチスクリーンなどのデバイスを含む。
【００６７】
　図５に示すように、バス５０８はさらに電子システム５００を、ネットワーク・インタ
ーフェース５１６を介してネットワーク（図示せず）に接続する。このように、コンピュ
ータは、コンピュータのネットワーク（例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（「Ｌ
ＡＮ」）、ワイド・エリア・ネットワーク（「ＷＡＮ」）、イントラネット）の一部、又
は、複数のネットワーク（例えば、インターネット）のうちの１つのネットワークの一部
であってもよい。任意の、又は、すべての電子システム５００の要素が、本開示とともに
用いられ得る。
【００６８】
　これら上述の機能は、デジタル電子回路、コンピュータ・ソフトウェア、ファームウェ
ア、又はハードウェアにより実装されることができる。上述の技術は、１つ以上のコンピ
ュータ・プログラム製品を用いて実施される。プログラマブル・プロセッサ及びコンピュ
ータは、モバイルデバイスに含まれてもよいし、モバイルデバイスとしてパッケージされ
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てもよい。プロセス及びロジック・フローは、１つ以上のプログラマブル・プロセッサと
１つ以上のプログラマブル論理回路とによって実行されてよい。汎用及び専用のコンピュ
ーティングデバイスと、ストレージ・デバイスとは、通信ネットワークを通じて相互接続
され得る。
【００６９】
　いくつかの実施形態は電子部品（例えば、機械可読媒体又はコンピュータ可読媒体（あ
るいは、コンピュータ可読記憶媒体、機械可読媒体、機械可読記憶媒体とも称される）に
おけるコンピュータ・プログラムの命令を記憶するマイクロ・プロセッサ、ストレージ、
メモリ）を含む。このようなコンピュータ可読媒体のいくつかの例には、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、読出専用コンパクト・ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）、記録可能コンパクト・ディスク（Ｃ
Ｄ－Ｒ）、書き換え可能コンパクト・ディスク（ＣＤ－ＲＷ）、読出専用デジタル多用途
ディスク（例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭ、２層ＤＶＤ－ＲＯＭ）、種々の記録可能／書き換え
可能ＤＶＤ（例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等）、フラッシュ・
メモリ（例えば、ＳＤカード、ミニＳＤカード、マイクロＳＤカード等）、磁気又はソリ
ッド・ステート・ハードドライブ、超高密度光ディスク、他の任意の光又は磁気メディア
、フロッピーディスクが含まれる。コンピュータ可読媒体は、１つ以上のプロセッシング
・ユニットにより実行可能であって、様々な操作を行うための一組の命令を含むコンピュ
ータ・プログラムを記憶できる。コンピュータ・プログラム又はコンピュータ・コードの
例には、例えばコンパイラによって生成される機械コードと、インタプリタを用いてコン
ピュータ、電子部品、又はマイクロ・プロセッサによって実行される、より高レベルのコ
ードを含むファイルと、が含まれる。
【００７０】
　例えば、様々な動作を実行するためのこの命令は、メモリ・ユニットに記憶され、１つ
以上のコンピュータ・プログラム製品（例えば、コンピュータ・システム５００による実
行または電子システム５００の動作を制御するための実行用にコンピュータ可読媒体上に
符号化されているコンピュータ・プログラム命令の１つ以上のモジュール）により、当業
者に知られている任意の方法（次に限定されないが、データ指向言語（例えば、ＳＱＬ、
ｄＢａｓｅ）、システム言語（例えば、Ｃ、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－Ｃ、Ｃ＋＋、アセンブ
リ）、アーキテクチャ言語（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、．ＮＥＴ）、およびアプリ
ケーション言語（例えば、ＰＨＰ、Ｒｕｂｙ、Ｐｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ）などのコンピュ
ータ言語を含む）によって実装されてもよい。
【００７１】
　様々な動作を実行するための命令は、配列言語、アスペクト指向言語、アセンブリ言語
、オーサリング言語、コマンドライン・インタフェース言語、コンパイラ型言語、並行言
語、中括弧言語、データフロー言語、データ構造化言語、宣言型言語、難解言語、拡張言
語、第４世代言語、関数型言語、インタラクティブ・モード言語、インタプリタ型言語、
反復型言語、リストベース言語、小言語（ｌｉｔｔｌｅ　ｌａｎｇｕａｇｅ）、ロジック
ベース言語、機械語、マクロ言語、メタプログラミング言語、マルチパラダイム言語、数
値解析、非英語ベース言語、オブジェクト指向のクラスベース言語、オブジェクト指向の
プロトタイプベース言語、オフサイドルール言語、手続型言語、自己反映言語、ルールベ
ース言語、スクリプト言語、スタックベース言語、同期型言語、シンタックス・ハンドリ
ング言語、ビジュアル言語、ヴィルト言語、埋込型言語、およびｘｍｌベース言語などの
コンピュータ言語により実装されてもよい。様々なメモリ・ユニットは、プロセッシング
・ユニット５１２によって実行される命令の実行中に一時変数または他の中間情報を記憶
するために用いられてもよい。
【００７２】
　上記議論はソフトウェアを実行するマイクロ・プロセッサ又はマルチコア・プロセッサ
を主に指しているが、いくつかの実施形態は１つ以上の集積回路（例えば、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）又はフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ））
によって実行される。いくつかの実施形態では、このような集積回路は回路上自体に記憶
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される命令を実行する。
【００７３】
　本明細書及び本願の任意の請求項で用いられる通り、用語「コンピュータ」、「サーバ
」、「プロセッサ」及び「メモリ」はすべて、電子又は他の技術分野のデバイスのことを
指す。これらの用語から、人又は人の集団は除外される。本明細書上では、用語「表示」
又は「表示する」は、電子デバイス上での表示を意味する。本明細書及び本願の任意の請
求項で用いられる通り、用語「コンピュータ可読媒体」及び「複数のコンピュータ可読媒
体」は全体として、コンピュータによって読み込まれる形式の情報を記憶する有形の物理
的な物体に限定される。これらの用語から、無線信号、有線ダウンロード信号、及び他の
任意の一時的な信号は除外される。
【００７４】
　ユーザとの対話を提供するため、本明細書において説明されている主題の実施形態は、
ユーザに対して情報を表示するためのディスプレイ・デバイス（例えば、ＣＲＴ（陰極線
管）やＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタ）と、キーボードと、ユーザがコンピュータに
対して入力を提供できるポインティング・デバイス（例えば、マウス又はトラックボール
）と、を有するコンピュータ上で実施可能である。他の種類のデバイスも同様に、ユーザ
との対話を提供するために用いられ得る。例えば、ユーザに対して提供されるフィードバ
ックは、任意の形式の感覚フィードバック（例えば、視覚フィードバック、聴覚フィード
バック、触覚フィードバックなど）であってよいし、ユーザからの入力は任意の形式（音
響、音声又は触覚入力を含む）で受信されてよい。さらに、ユーザによって用いられるデ
バイスに対してドキュメントを送信し、該デバイスからドキュメントを受信することによ
って（例えば、ユーザのクライアント・デバイス上でウェブ・ブラウザに対して、該ウェ
ブ・ブラウザから受信したリクエストに応じてウェブ・ページを送信することによって）
、コンピュータはユーザとの対話が可能である。
【００７５】
　本明細書において説明されている主題の実施形態は、バックエンド・コンポーネント（
例えば、データ・サーバ）、ミドルウェア・コンポーネント（例えば、アプリケーション
・サーバ）、フロントエンド・コンポーネント（例えば、ユーザの本明細書において説明
されている主題の実施形態との対話を可能にするグラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス又はウェブ・ブラウザを有するクライアント・コンピュータ）、又は、このようなバッ
クエンド、ミドルウェア、及びフロントエンド・コンポーネントのうち１つ以上の任意の
組み合わせを含むコンピューティング・システムにおいて実施可能である。該システムの
コンポーネントは、デジタルデータ通信の任意の形式又は媒体（例えば、通信ネットワー
ク）によって相互接続され得る。通信ネットワークの例には、ローカル・エリア・ネット
ワーク（「ＬＡＮ」）、ワイド・エリア・ネットワーク（「ＷＡＮ」）、インター・ネッ
トワーク（例えば、インターネット）、及び、ピアツーピア・ネットワーク（例えば、ア
ドホック・ピアツーピア・ネットワーク）が含まれる。
【００７６】
　コンピューティング・システムには、クライアント及びサーバが含まれ得る。クライア
ント及びサーバは一般的には互いにリモートであり、通常、通信ネットワークを介して対
話する。クライアント及びサーバの関係が生じるのは、各コンピュータ上で動作しており
、互いにクライアント／サーバ関係を有するコンピュータ・プログラムを介してである。
いくつかの実施形態においては、サーバがデータ（例えば、ＨＴＭＬページ）をクライア
ント・デバイスに対して（例えば、該クライアント・デバイスとの対話を行うユーザに対
してデータを表示する目的、及び、該ユーザからユーザ入力を受信する目的で）送信する
。クライアント・デバイスにおいて生成されたデータ（例えば、ユーザ対話の結果）は、
サーバにおいてクライアント・デバイスから受信され得る。
【００７７】
　開示されるプロセスにおけるブロックについて説明した動作の任意の特定の順番又は階
層は例示的アプローチを示すものである、と理解される。設計の嗜好に基づいて、プロセ
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スにおける動作の特定の順番又は階層は再配置されてもよいと理解される。さらに、いく
つかの態様および実施形態では、１つ以上のブロックにおける動作のうちの１つ以上は実
行されなくともよいか、または実行される必要がない。ブロックにおける動作のうちのい
くつかは同時に実行されてもよい。例えば、ある状況においては、マルチタスキング及び
パラレル・プロセッシングは効果的である。さらに、上述した実施形態における様々なシ
ステム・コンポーネントの分離については、全ての実施形態においてそのような分離が必
須であるとして理解されるべきではない。上述のプログラム・コンポーネント及びシステ
ムは一般的に１つのソフトウェア製品に統合され得る、又は、複数のソフトウェア製品に
パッケージされ得る、と理解されるべきである。
【００７８】
　上記の説明は、本明細書において説明した様々な態様を当業者が実施できるようにする
ために提供されている。これらの態様に対する様々な改変は当業者に対して容易に明らか
であり、本明細書に規定される包括的な原則は他の態様にも適用され得る。従って、本請
求項は、本明細書に示される態様に限定される意図はなく、請求項の文言と一致する全て
の範囲が付与され、単数である要素への参照は「１つ及び１つのみ」であることを（その
ように特定的に記述されている場合を除いて）意味するのではなく、「１つ以上」を意味
すると意図されている。用語「いくつか」は、（特定的に記述する場合を除いて）１つ以
上を指す。男性の指示代名詞（例えば、「彼の」）は、女性及び中性（例えば、「彼女の
」「その」）を含み、その逆も同様である。見出し及び小見出しは、それらがある場合に
しても、便宜上用いられているに過ぎず、本開示を限定するものではない。
【００７９】
　用語ウェブ・サイトは、本明細書において使用したように、ウェブ・サイトのいずれの
態様も含んでよく、これには、１つ以上のウェブ・ページ、ウェブ関連のコンテンツをホ
ストまたは記憶するために用いられる１つ以上のサーバ等が含まれる。従って、用語ウェ
ブ・サイトは、ウェブ・ページ、サーバという用語と交換可能に使用されてもよい。
【００８０】
　「ように構成されている（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｔｏ）」、「ように動作可能である
（ｏｐｅｒａｂｌｅ　ｔｏ）」、および「ようにプログラムされている（ｐｒｏｇｒａｍ
ｍｅｄ　ｔｏ）」との述語は、主題の特定の有形または無形の改変を意味しておらず、む
しろ、交換可能に用いられると意図されている。例えば、動作または構成要素を監視およ
び制御するように構成されているプロセッサは、動作を監視および制御するようにプログ
ラムされているプロセッサ、または動作を監視および制御するように動作可能であるプロ
セッサも意味していてよい。同様に、コードを実行するように構成されているプロセッサ
は、コードを実行するようにプログラムされているプロセッサ、またはコードを実行する
ように動作可能であるプロセッサとして解釈されてよい。
【００８１】
　本明細書では、いずれかが用語「または（ｏｒ）」に分けられている一連の項目に先行
する句「のうちの１つ以上（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ）」は、その列挙されてい
るものの各項目ではなく、その列挙されているものを全体として修飾して用いられる。こ
の句「のうちの１つ以上」は、１つ以上の項目の選択を必要としない。むしろ、この句で
は、それらの項目のうちのいずれかの少なくとも１つ、および／またはそれらの項目の任
意の組み合わせのうちの少なくとも１つ、および／またはそれらの項目の各々のうちの少
なくとも１つを含む意味が許される。例として、句「Ａ、ＢまたはＣのうちの１つ以上」
は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ；またはＡ、ＢおよびＣの任意の組み合わせを指してよい。
【００８２】
　「態様」等の語句は、その態様が本願技術に必要不可欠であること、その態様が本願技
術の全ての構成に適用されること、を暗示しない。態様に関する開示は、全ての構成又は
１つ以上の構成に適用され得る。態様等の語句は、１つ以上の態様を指してもよいし、そ
の逆も同様である。「構成」等の語句は、そのような構成が本願技術に必要不可欠である
こと、その構成が本願技術の全ての構成に適用されること、を暗示しない。態様に関する
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開示は、全ての構成又は１つ以上の構成に適用され得る。構成等の語句は、１つ以上の構
成を指してもよいし、その逆も同様である。
【００８３】
　「例示的」という単語は「例または示すものとして役立つ」ことを意味するために本明
細書において使用される。「例示的」として本明細書において説明した態様または設計は
、他の態様または設計よりも好適または有利であると必ずしも解釈されない。
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【図２Ｂ】
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